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証券コード　2655

2016年５月２日

株 主 の 皆 さ ま へ
秋田市土崎港北一丁目６番 2 5号

代表取締役社長 内 田 和 明

第44期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　このたびの「平成28年熊本地震」により、被災されました皆さまに心よりお見舞い申しあげますと
ともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申しあげます。
さて、当社第44期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席賜りますようご通知申

しあげます。
なお、当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申

しあげます。また、当日ご出席いただけない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示の上、2016年５月19日（木曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいます
ようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2016年５月20日（金曜日）午前10時30分
２．場 所 秋田市中通二丁目６番１号

秋田ビューホテル　４階「飛翔の間」
（末尾の株主総会会場のご案内をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第44期（2015年３月１日から2016年２月29日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 取締役８名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件

以　上

株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正すべき事情が生じた場合は、修正後の事項を
インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.mv-tohoku.co.jp/）に掲載させていた
だきます。

－ 1 －
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議決権行使に関するお願い

Ａ 当日ご出席の場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付

にご提出ください。（ご捺印は不要

です。）また、議事資料として本冊

子をご持参ください。

Ｂ 書面による議決権の行使の場合

POST
議決権行使書

同封の議決権行使書用紙に賛否をご

表示の上、2016年５月19日（木曜日）

午後６時までに到着するようご返送

ください。
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役８名選任の件
　本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（７名）は任期満了となります。つきましては、経
営体制の強化のため１名増員し、社外取締役２名を含む取締役８名の選任をお願いいたしたいと存
じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

１
さ

佐
さ

々
き

木
 

 
ち

智
か

佳
こ

子 再任

生年月日 1959年10月12日生 所有する当社の株式数 普通株式 838株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1978年３月　西奥羽ジャスコ㈱入社
1997年９月　東北ウエルマート㈱ＳＭ営業本部新庄北村山営業部長
2002年９月　当社マックスバリュ新庄店店長
2006年２月　当社営業本部山形営業部 上村山地区長
2007年２月　当社商品本部山形商品部長
2007年８月　当社商品本部デリカ・ベーカリー商品部マネジャー
2013年４月　当社営業本部長
2013年５月　当社取締役（現任）
2014年３月　当社商品本部長（現任）

特別の利害関係 佐々木智佳子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２
か

加
とう

藤
 

 
きゅう

久
せい

誠 再任

生年月日 1960年３月11日生 所有する当社の株式数 普通株式 9,772株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1983年４月　ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
2001年３月　当社開発本部開発部青森担当部長
2005年３月　当社青森西営業部長
2006年２月　当社青森西・秋北営業部長兼秋北地区長
2006年９月　当社青森・秋北営業部長兼青森東地区長
2007年２月　当社青森・秋北営業部長兼青森中央地区長
2008年２月　当社青森事業部長
2009年５月　当社取締役
2010年３月　当社営業本部長
2012年５月　当社常務取締役
2013年５月　マックスバリュ北東北㈱代表取締役社長
2014年３月　当社営業本部長兼開発本部長
2014年５月　当社専務取締役（現任）
2015年３月　当社開発本部長兼事業推進担当
2016年３月　当社開発本部長兼情報管理責任者兼リスクマネジメント責任者（現任）

特別の利害関係 加藤久誠氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 3 －

取締役選任議案
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３
ふる

古
や

谷
 

 
けん

憲
すけ

介 再任

生年月日 1956年12月１日生 所有する当社の株式数 普通株式 1,558株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1980年４月　ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
1996年６月　同社兵庫経理課長
1999年３月　同社関東経理課長
2002年５月　同社ビジネスプロセス改革プロジェクト
2006年９月　同社業務受託センターアカウンティングサポート業務部長
2009年８月　イオンアイビス㈱ビジネスサービス本部アカウンティングサポート業務部長
2010年５月　当社取締役
2010年５月　当社経営管理本部長兼内部統制担当
2010年９月　当社経営管理本部長兼経営戦略担当兼内部統制担当
2011年４月　当社財経本部長兼内部統制担当
2013年５月　当社常務取締役（現任）
2014年３月　当社管理統括本部長兼内部統制担当
2014年５月　当社管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当兼情報管理責任者
2016年３月　当社管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当（現任）

特別の利害関係 古谷憲介氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

４
やま

山
うち

内
 

 
のり

紀
ゆき

幸 再任

生年月日 1962年９月11日生 所有する当社の株式数 普通株式 332株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1985年４月　ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
2002年９月　同社マックスバリュ八街店店長
2005年９月　同社マックスバリュ事業本部商品部コーディネーター
2009年９月　イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部北東北事業部管理部長
2009年12月　マックスバリュ北東北㈱取締役
2014年３月　当社経営企画本部長兼リスクマネジメント責任者
2014年５月　当社取締役（現任）
2014年５月　当社経営企画本部長兼リスクマネジメント責任者兼環境管理責任者
2016年３月　当社経営企画本部長兼事業推進担当兼環境管理責任者（現任）

特別の利害関係 山内紀幸氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 4 －

取締役選任議案
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５
むら

村
かみ

上
 

 
なお

尚
と

人 新任

生年月日 1960年２月15日生 所有する当社の株式数 普通株式 3,562株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1983年４月　羽後ジャスコ㈱入社
2003年９月　当社水産商品部長
2005年２月　当社生鮮商品部長
2005年９月　当社水産運営部長
2006年２月　当社水産・畜産運営部長
2006年９月　当社生鮮運営部長
2007年８月　当社生鮮トレーニング部長
2009年９月　当社技術トレーニング部長
2010年３月　当社青森事業部長
2011年９月　当社青森東事業部長
2013年４月　当社営業副本部長兼店舗活性化担当
2014年３月　当社営業副本部長兼新潟事業部長
2015年３月　当社マックスバリュ事業本部長（現任）

特別の利害関係 村上尚人氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

６
く

久
ぼ

保
た

田
 

 
とも

智
ひさ

久 新任

生年月日 1957年２月13日生 所有する当社の株式数 －株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1983年９月　ウエルマート㈱（現マックスバリュ西日本㈱）入社
2000年３月　同社加工食品部長
2002年３月　同社兵庫第２営業本部長
2004年１月　同社ＳＳＭ商品統轄部グロサリー商品部長
2005年５月　同社取締役
2006年２月　同社兵庫事業統括部長兼西兵庫事業部長
2008年２月　同社ＳＳＭ兵庫営業担当兼東兵庫事業部長
2009年４月　同社ＳＳＭ事業本部長
2009年８月　同社商品本部長
2011年５月　同社常務取締役（現任）
2012年２月　同社ＭＶ営業担当
2013年３月　同社商品本部長
2013年５月　同社ＭＶ事業担当
2014年２月　同社ＭＶ事業担当兼ＭＶ・ザ・ビッグローコスト推進プロジェクトチームリ

ーダー
2014年10月　同社商品改革担当兼ニューフォーマット開発本部長
2014年12月　同社管理担当兼商品改革担当兼ニューフォーマット開発本部長
2015年３月　同社管理担当兼改革推進リーダー（現任）

特別の利害関係 久保田智久氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 5 －

取締役選任議案
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７
の

野
ぐち

口
 

 
とし

敏
ろう

郎 再任 社外取締役候補者
社外取締役就任年数

(本定時株主総会終結時)
１年

生年月日 1951年５月21日生 所有する当社の株式数 －株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1981年４月　検事任官　東京地検検事
1982年３月　松江地検検事
1985年３月　浦和地検検事
1987年３月　盛岡地検検事
1990年４月　東京地検検事
1993年４月　秋田地検検事
1996年４月　東京地検検事
1999年８月　富山地検次席検事
2001年４月　東京地検検事
2001年11月　同地検交通部副部長
2002年４月　同地検公安部副部長
2003年４月　名古屋地検公安部長
2005年４月　東京高検検事
2006年４月　札幌高検公安部長
2008年４月　東京高検検事
2009年４月　弁護士登録　一番町綜合法律事務所パートナー
2009年７月　野口敏郎法律事務所開設
2011年５月　当社社外監査役
2015年５月　当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者の
選定理由

野口敏郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はあ
りませんが、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社のコンプライアンス経営
の推進に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものでありま
す。

特別の利害関係 野口敏郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

８
い

伊
とう

藤
 

 
ふみ

文
お

夫 新任 社外取締役候補者

生年月日 1955年３月19日生 所有する当社の株式数 －株

略歴､地位､担当及び
重要な兼職の状況

1973年４月　仙台国税局採用
2012年７月　福島税務署長
2013年７月　仙台国税局課税第二部次長
2014年７月　仙台国税局課税第二部長
2015年９月　伊藤文夫税理士事務所開設

社外取締役候補者の
選定理由

伊藤文夫氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士としての資格を有
しており、財務及び会計並びに税務に関する専門知識と豊富な経験から、当社の経営に対
し客観的かつ公正な立場でのご意見をいただけると判断し、社外取締役として選任をお願
いするものであります。

特別の利害関係 伊藤文夫氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 6 －

取締役選任議案
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（注）１．当社は、現行定款第26条において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、会社

法第427条第１項の規定により損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めてお

ります。野口敏郎氏とは、当該責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同氏と

の当該契約を継続する予定であります。また、伊藤文夫氏が選任された場合は、同氏との間で同様の

責任限定契約を締結する予定であります。その内容の概要は、次のとおりであります。

取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重

大な過失がないときは、その責任限度額は、法令が定める額を限度とする。

２．当社は、野口敏郎氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、

伊藤文夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取

引所に届け出る予定であります。

３．久保田智久氏は、現に親会社であるイオン㈱の子会社であるマックスバリュ西日本㈱の業務執行者で

あり、また、過去５年間に同社の業務執行者となったことがあります。

－ 7 －

取締役選任議案
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第２号議案　監査役１名選任の件

　監査役出口穣二氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役

１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の

定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

　本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

い

居
じろ

城
 

 
やす

泰
ひこ

彦 新任

生年月日 1967年６月11日生 所有する当社の株式数 －株

略歴、地位及び
重要な兼職の状況

1991年４月　㈱マイカル（現イオンリテール㈱）入社

2010年７月　イオン㈱次世代ＧＭＳ政策プロジェクトチーム

2011年３月　同社ＧＭＳ事業戦略チーム

2014年７月　同社ＧＭＳ改革・戦略推進プロジェクトチーム

2015年９月　㈱ダイエーＳＭ再編推進チーム

2016年３月　イオン㈱ＳＭ・ＤＳ事業政策チーム（現任）

特別の利害関係 居城泰彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

（注）１．当社は、現行定款第34条において、監査役との間に会社法第427条第１項の規定により、損害賠償責任

を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。居城泰彦氏とは、選任後、当該責任

限定契約を締結する予定であります。その内容の概要は、次のとおりであります。

監査役の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、その責任限度額

は、法令が定める額を限度とする。

２．居城泰彦氏は、現に親会社であるイオン㈱の業務執行者であり、また過去５年間に同社の業務執行者

となったことがあります。

以　上

－ 8 －

監査役選任議案
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（添付書類）

事 業 報 告

(2015年３月１日から
2016年２月29日まで)

１．企業の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当事業年度における経営環境は、政府の経済政策や金融緩和を背景に一部企業の業績が上向く

など景気の緩やかな回復の動きがありましたが、円安により輸入原材料等の値上げ圧力が強まる

など、依然として先行き不透明な状況が続いております。当社がスーパーマーケットとして営業

基盤とする東北エリアにおいても、人口減少と消費税率引き上げ後の個人消費の停滞の長期化と

ともに、お客さまの生活防衛志向や節約志向が依然として継続しております。また、競合各社と

の価格競争に加え業種・業態を超えた競争が激化するなど厳しい状況が続いております。

　こうした環境の中で当社は、店舗競争力の強化と収益性の改善に重点的に取り組んでまいりま

した。

　売場の見直しや商品構成の変更、品切れ削減、夕刻強化による一人当たり買上点数増加のため

の諸施策を実施するとともに、お客さまの負の解消を実現する既存店の活性化を10店舗行いまし

た。また、変化する社会環境への対応や多様化するお客さまのニーズにお応えし、新たな成長戦

略の柱としての小商圏高占拠型小型店「マックスバリュエクスプレス御門町店」を秋田県由利本

荘市に初めてオープンいたしました。さらに、ディスカウント業態の新たな商勢圏への進出とし

て山形県尾花沢市に「ザ・ビッグ尾花沢店」をオープンいたしました。

　こうした取り組みの結果、当期末の店舗数は、「ザ・ビッグ」13店舗を含め、青森県23店舗、

秋田県37店舗、山形県26店舗、岩手県10店舗、新潟県７店舗の合計103店舗となりました。

－ 9 －

事業の経過及びその成果
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　商品面に関する取り組みは、「ヘルス＆ウエルネス」マーケットへの対応として、低カロリー、

低コレステロール、低塩商品をテーマに、うす塩に仕上げた「鶏の唐揚げ」や「減塩おにぎり」

など、おいしく健康な食品をお手頃な価格で提供するための商品開発や、「焼き鳥」や「手づく

りおはぎ」などデリカの名物商品の開発、地元の食材を使った天ぷらや巻き寿司、握り寿司、地

元メーカー様と共同開発した地産地消パン、地域限定の「青天の霹靂おにぎり」などの開発と展

開を行いました。生鮮部門については強化カテゴリーを定め重点的に販売強化するとともに、毎

月実施の「青果大市」・「おさかな市」・「肉の大市」などを通じて生鮮の強化にも努めてまい

りました。

　こうした取り組みを実施した結果、期間中のお客さま一人当たり買上点数は既存店ベースで前

期比100.3％、客数は同98.6％、客単価は同102.0％となり、結果として既存店売上高は同100.5％

となりました。

　一方、収益性の改善に向けた取り組みとして、単品管理による売価変更ロスの削減や、生鮮３

部門とサービスデリの陳列指示書の作成等により売上総利益率は前年より0.4ポイント上昇し

22.6％となりました。一方、経費面では電気使用量削減及び冷蔵・冷凍ケースの新冷媒への切り

替えを５年計画で開始するなど、継続したコスト構造改革の実施に取り組んだ結果、販売費及び

一般管理費の総額が既存店ベースで前期比98.0％と改善することができました。

　こうしたことから当事業年度の業績は以下のとおりとなりました。

営業収益　　　　 1,122億34百万円（対前期比　101.1％）

営業利益　　　　　　12億12百万円（対前期比　494.5％）

経常利益　　　　　　12億46百万円（対前期比　539.1％）

当期純利益　　　　　７億59百万円（前期は９億73百万円の当期純損失）

＜商品部門別の動向＞

　農産・水産・畜産・サービスデリの生鮮食品部門においては、月に一度のセールスを強化し、

季節の商材をタイムリーに拡販したことで野菜や果物の売上が好調に推移しました。また、簡

便・即食志向の商品群である弁当、サラダ、惣菜、インストアベーカリーなども好調に推移し、

2014年度から展開を拡大しているドリップ式コーヒーも２桁の伸びを示しております。

－ 10 －

事業の経過及びその成果
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　さらに、ハレ型需要への対応を強化したところ牛肉、寿司などの商品群の売上高が伸長いた

しました。

　加工食品・デイリー食品部門においても、簡便・即食志向のフローズンレディーミールなど

の商品群が好調に推移しました。また、「普段よりちょっといいもの」に対応する商品の拡充

をはかったところ、嗜好品、フローズンデザート、デザート類についても顕著な伸びを示しま

した。

　非食品部門では、ノンフーズ売場の拡充や品揃えの拡大を進めた中で、ヘルスケア消耗品や

キャットフード等の商品群が好調に推移しました。

　前事業年度及び当事業年度における販売実績を商品部門別に示すと、次のとおりであります。

期　　　別

商品部門別

前事業年度

(2014年３月１日から
2015年２月28日まで)

当事業年度

(2015年３月１日から
2016年２月29日まで) 比較増減

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

加 工 食 品 36,924 33.9 36,880 33.4 △44

生 鮮 食 品 39,949 36.6 40,993 37.2 1,043

デ イ リ ー 食 品 26,408 24.2 26,714 24.2 305

食 品 部 門 計 103,282 94.7 104,587 94.8 1,305

ノ ン フ ー ズ 5,512 5.1 5,493 5.0 △19

そ の 他 215 0.2 211 0.2 △4

非 食 品 部 門 計 5,727 5.3 5,704 5.2 △23

合 計 109,010 100.0 110,292 100.0 1,281

－ 11 －

事業の経過及びその成果
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(2) 社会貢献・環境保全活動

　当社は、社会貢献活動として、東日本大震災以降の被災者支援募金の実施や当社従業員による

被災地でのボランティア活動を支援するなど、お客さま、従業員ともに災害からの復興支援の一

助となるよう努めておりますが、今後ともその活動を継続してまいります。また、「ふれあい野

球教室」を継続して開催するとともに、地元のプロバスケットボールチーム「秋田ノーザンハピ

ネッツ」への協賛を行い、地域の皆さまへの感謝をこめ「秋田竿燈まつり」・「山形花笠まつり」・

「盛岡さんさ踊り」・「新潟まつり」に地元のイオングループ企業とともに参加しております。

さらに、お客さまとともに進める「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」や「24時間テレ

ビ『愛は地球を救う』チャリティ募金」を継続実施しているほか、イオン社会福祉基金を活用し

て各県の社会福祉施設に恵方巻きを寄贈するなどの活動を実施しています。

　環境保全活動としては、グループとしての取り組みである「イオン温暖化防止宣言」を推進す

るとともに、引き続き「買物袋持参キャンペーン」の展開と併せレジ袋無料配布見直しを推進し

ています。

　当社は今後とも、東北エリアの皆さまの暮らしを支えるという社会的使命を確実に果たしてい

くため、社会貢献・環境保全活動に積極的に取り組んでまいります。

(3) 設備投資及び資金調達の状況

　当期は12店舗の既存店活性化などを行い、設備投資額は1,043百万円となりました。その主な内

容は、ザ・ビッグ尾花沢店の業態転換のほか前述のとおりであります。この設備投資の資金需要

は自己資金及び借入金で賄っております。

－ 12 －

社会貢献・環境保全活動、設備投資及び資金調達の状況
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(4) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　　　　　分
第41期

(2013年２月期)
第42期

(2014年２月期)
第43期

(2015年２月期)

第44期
(当事業年度)
(2016年２月期)

営 業 収 益 (百万円) 95,548 98,918 110,968 112,234

経 常 利 益 (百万円) 976 500 231 1,246

当期純利益または当期純損失(△) (百万円) 662 △568 △973 759

１株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失(△) (円) 35.04 △32.30 △53.51 41.74

総 資 産 (百万円) 23,695 23,823 25,162 23,762

純 資 産 (百万円) 4,009 3,469 2,618 3,352

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) △41.82 △87.76 △145.12 △88.63

（注）１．１株当たり当期純利益（△純損失）は、Ａ種種類株式が転換仮定方式に準じて算定された株式数を、

自己株式控除後の普通株式期中平均株式数に加えて算出しております。

２．１株当たり純資産額は、純資産の部の合計額よりＡ種種類株式の払込金額を控除した金額を、自己株

式控除後の普通株式期末発行済株式数で除して算出しております。

３．第42期、第43期の当期純損失は、減損損失の計上等によるものであります。

(5) 対処すべき課題

　当社が営業基盤とする東北エリアにおいては、消費税率引き上げに伴うお客さまの生活防衛意

識が依然として高く、低価格志向はより強まり、少子高齢化に伴う人口減少とともに競合他社と

の価格競争や異業種との競争が一層激化するなど、全国的にみても特に厳しい状況が続いており

ます。こうした状況下にある東北エリアにおいて当社は、2016年度について以下の施策に積極的

に取り組むことにより経営基盤の強化を目指してまいります。

①　客数増加に向けて店舗競争力の強化をはかります。

・夕刻の売上拡大や品切れの削減、強力な単品の育成などにより、一人当たり買上点数の増

加を継続して推し進めます。

－ 13 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況、対処すべき課題
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・お客さまのご意見・ご要望を徹底的にお聞きし、デリカ売場の拡大や地場野菜の強化、生

鮮魚の品揃え拡大、健康志向に対応する商品の拡大などによる既存店の活性化を継続して

実行してまいります。

・お客さまの生活スタイルの変化に対応するためデリカ部門を徹底強化するとともに、鮮

度・おいしさ・旬をお届けする生鮮部門の強化をはかり、同業他社の品揃えを圧倒するカ

テゴリーを育成し、地元密着を推進するなど、商品そのものの競争力強化を進めてまいり

ます。

②　収益性の改善をはかります。

・売価変更ロス・在庫の削減をはかることで売上総利益率の向上に努めます。

・ムダの排除、整理整頓、効率的な人員配置などにより生産性の向上に努めます。

・あらゆる方面でのコスト構造改革を継続するほか、ＬＥＤ照明の導入による電気使用量の

削減や、冷蔵・冷凍ケースに対する新冷媒への切り替えにより環境保全に努めます。

③　小型店舗のフォーマット開発を継続します。

・高齢化が進む社会環境に対応するため、新たな小型店フォーマットの開発を継続します。

(6) 主要な事業内容（2016年２月29日現在）

　当社は、主として食料品、日用雑貨等を「マックスバリュ」、「ザ・ビッグ」、「ウエルマー

ト」、「マックスバリュエクスプレス」の店舗で小売販売しております。

(7) 主要な営業所（2016年２月29日現在）

　当社は、秋田県に本社を置き、青森県23店舗、秋田県37店舗、山形県26店舗、岩手県10店舗、

新潟県７店舗の合計103店舗で営業活動を行っております。

〔本社〕　　秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号

　なお、店舗につきましては当社ウェブサイトに掲載しております。

－ 14 －

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所
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(8) 従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 469名 12名減 44歳５ヵ月 16年４ヵ月

女 性 179名 5名減 40歳１ヵ月 14年９ヵ月

合計または平均 648名 17名減 42歳４ヵ月 15年５ヵ月

（注）１．従業員数は就業人員数であり、関係会社等からの受入出向者８名を含めております。

２．上記の従業員のほか、フレックス社員（パートタイマー）を採用しており、当期における平均雇用人

数は4,870名（１日８時間換算）であります。

(9) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　当社の親会社はイオン株式会社であり、同社は当社の議決権を子会社を含めたグループで

71.60％（直接所有70.10％）保有しております。なお、比率の計算に当たっては株式会社証券

保管振替機構の持つ議決権８個を含んで計算しております。当社は親会社を中心とするイオン

グループのスーパーマーケット事業における東北地区の中核企業であります。

　当社の親会社であるイオン株式会社及び同社グループ各社との取引に関しては、グループの

総合力強化を意識しながら、当社の事業活動に必要な財・サービスなどの取引が同社グループ

内において可能な場合は、一般の市場取引と同様に交渉のうえ決定しております。同社及び同

社グループ内の各社と取引を行う際には、当社の企業価値向上、当社株主全体の利益の 大化

をはかり少数株主の利益を害することのないよう決定することとしております。

　また、当社取締役会においても同様の理由で、イオン株式会社及び同社グループ各社との取

引が当社の利益を害するものではないと判断しております。

②　重要な子会社の状況

　該当事項はありません。

－ 15 －

従業員の状況、重要な親会社及び子会社の状況
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(10) 主要な借入先の状況（2016年２月29日現在）

借 入 先 借　 入　 金　 残　 高　 （百万円）

株 式 会 社 き ら や か 銀 行 1,274

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 860

株 式 会 社 秋 田 銀 行 788

株 式 会 社 北 都 銀 行 288

株 式 会 社 み ち の く 銀 行 144

株 式 会 社 岩 手 銀 行 144

株 式 会 社 北 日 本 銀 行 144

株 式 会 社 青 森 銀 行 144

株 式 会 社 山 形 銀 行 144

合 計 3,930

－ 16 －

主要な借入先の状況
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２．会社の株式に関する事項（2016年２月29日現在）

(1) 発行可能株式総数 普通株式　47,999,550株

Ａ種種類株式　　 450株

(2) 発行済株式の総数 普通株式　13,123,500株

Ａ種種類株式　　 450株
（注）１．当社は、2011年５月17日開催の第39期定時株主総会における定款変更決議を経て、同年５月19

日、第三者割当の方法によるＡ種種類株式450株を発行いたしました。

２．当社は、2014年３月１日付で効力が発生したマックスバリュ北東北株式会社との合併により、

同日付で新たに1,120,000株の普通株式を発行いたしました。

(3) 株主数 普通株式　　　17,971名

Ａ種種類株式　　　１名

(4) 単元株式数 普通株式　　　　 100株

Ａ種種類株式　　　１株

(5) 大株主

株 主 名
持 株 数

持 株 比 率
普 通 株 式 Ａ種種類株式 合 計 株 式

株 株 株 ％
イ オ ン 株 式 会 社 9,194,800 450 9,195,250 70.08

Ｍ Ｖ 東 北 共 栄 会 305,800 － 305,800 2.33

マ ッ ク ス バ リ ュ 東 北 従 業 員 持 株 会 284,300 － 284,300 2.17

マ ッ ク ス バ リ ュ 西 日 本 株 式 会 社 108,000 － 108,000 0.82

三 菱 食 品 株 式 会 社 41,000 － 40,000 0.31

株 式 会 社 松 紀 38,660 － 38,660 0.29

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 36,000 － 36,000 0.27

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 36,000 － 36,000 0.27

株 式 会 社 北 都 銀 行 30,000 － 30,000 0.23

株 式 会 社 大 商 金 山 牧 場 30,000 － 30,000 0.23

（注）１．大株主上位10名を記載しております。

２．持株比率は発行済株式（普通株式及びＡ種種類株式）の総数から自己株式（普通株式2,526株）を控除

して算出しております。

－ 17 －
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３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における当社取締役が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況（2016年２月29日現在）

名 称
（発行決議日）

行 使 期 間 新株予約権の数
目的となる株式の
種 類 及 び 数

保 有 者 数 発 行 価 額 行 使 価 額

第２回新株予約権
（2010年４月６日）

2010年５月21日～
2025年５月20日

65個
普通株式

6,500株
５名

１株当たり
613円

１株当たり
１円

第３回新株予約権
（2011年４月５日）

2011年５月21日～
2026年５月20日

61個
普通株式

6,100株
６名

１株当たり
581円

１株当たり
１円

第４回新株予約権
（2012年４月５日）

2012年５月21日～
2027年５月20日

57個
普通株式

5,700株
６名

１株当たり
642円

１株当たり
１円

第５回新株予約権
（2013年４月18日）

2013年６月10日～
2028年６月９日

121個
普通株式

12,100株
６名

１株当たり
872円

１株当たり
１円

（注）　上記新株予約権の権利行使の条件は、各回共通で以下のとおりです。

１．新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあ

ることを要する。ただし、当社の取締役または監査役を退任した場合であっても、退任日から５年

以内に限って権利行使ができるものとする。

２．新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使する

ことはできないものとする。

(2) 当事業年度中に使用人等に対し交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 18 －
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2016年２月29日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 内 田 和 明 営業統括本部長

専 務 取 締 役 加 藤 久 誠 開発本部長兼事業推進担当

常 務 取 締 役 古 谷 憲 介
管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担
当兼情報管理責任者

取 締 役 佐 々 木 　 智 佳 子 商品本部長

取 締 役 山 内 紀 幸
経営企画本部長兼リスクマネジメント責
任者兼環境管理責任者

取 締 役 浦 　 野 　 浩 治 郎
イオングローバルＳＣＭ株式会社取締役
株式会社ロジワン取締役
株式会社アルティフーズ取締役

取 締 役 野 口 敏 郎 弁護士

常 勤 監 査 役 後 藤 鉄 朗 マックスバリュ北海道株式会社監査役

監 査 役 山 崎 　 猛
マックスバリュ中部株式会社常勤監査役
イオンビック株式会社監査役

監 査 役 出 口 穣 二
イオン株式会社コントロール部
イオンアイビス株式会社監査役

監 査 役 飯 島 誠 一
公認会計士
株式会社ジーテクト監査役

（注）１．2015年５月20日開催の第43期定時株主総会において、取締役浦野浩治郎氏、野口敏郎氏、監査役飯島

誠一氏が新たに選任され就任しております。

２．取締役浦野浩治郎氏、野口敏郎氏は、社外取締役であります。

３．常勤監査役後藤鉄朗氏及び監査役山崎猛氏、出口穣二氏、飯島誠一氏は社外監査役であります。

４．当社は、取締役野口敏郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け

出ております。

５．監査役飯島誠一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

るものであります。

－ 19 －

会社役員に関する事項



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2016/04/22 11:17:31 / 15165316_マックスバリュ東北株式会社_招集通知（Ｃ）

(2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏 名 退 任 日 退任事由 退 任 時 の 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

内 田 一 男 2015年５月20日 任 期 満 了

取締役
イオン株式会社ＳＭ・ＤＳ・小型店事業ＣＥＯ付
マックスバリュ東海株式会社取締役
マックスバリュ関東株式会社取締役

野 口 敏 郎 2015年５月20日 任 期 満 了 監査役

(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

支 給 人 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役
６名

（うち社外取締役１名）
93百万円

（うち社外取締役 3百万円）

監 査 役
４名

（うち社外監査役４名）
20百万円

（うち社外監査役20百万円）

合 計 10名 113百万円

（注）１．株主総会の決議（2007年５月９日定時株主総会）による報酬限度額は、取締役250百万円以内（使用人

兼務取締役の使用人分給与は含まない）とし、このうち、株式報酬型ストックオプション公正価値分

として年額30百万円以内、かつ新株予約権個数250個を１年間の上限とすることを定めております。監

査役の報酬限度額は、40百万円以内であります。

２．上記支給人数は、無報酬の取締役２名（退任取締役１名及び在任の社外取締役１名）及び監査役１名

（在任の社外監査役１名）を除いております。

３．報酬等の総額には2016年４月13日開催の取締役会決議に基づき付与いたしました株式報酬型ストック

オプションを目的とした新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額（取締役５名23百万円）及び第

44期に係る役員業績報酬支給見込額が含まれております。

－ 20 －
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(4) 社外役員に関する事項

①　社外取締役及び社外監査役の他の法人等の重要な兼職の状況

区 分 氏 名 兼職先の他の法人等名 兼 職 の 内 容 当社との関係

取 締 役 浦　野　浩治郎

イオングローバルＳＣＭ株式会社 取 締 役 親 会 社 の 子 会 社

株 式 会 社 ロ ジ ワ ン 取 締 役 親会社の子会社の子会社

株 式 会 社 ア ル テ ィ フ ー ズ 取 締 役 親会社の子会社の子会社

常勤監査役 後 藤 鉄 朗 マックスバリュ北海道株式会社 監 査 役 親 会 社 の 子 会 社

監 査 役 山 崎 　 猛
マックスバリュ中部株式会社 常 勤 監 査 役 親 会 社 の 子 会 社

イ オ ン ビ ッ ク 株 式 会 社 監 査 役 親 会 社 の 子 会 社

監 査 役 出 口 穣 二
イ オ ン 株 式 会 社 コ ン ト ロ ー ル 部 親 会 社

イ オ ン ア イ ビ ス 株 式 会 社 監 査 役 親 会 社 の 子 会 社

－ 21 －
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②　社外役員の当該事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 内 容

取 締 役 浦　野　浩治郎

2015年５月20日就任以来開催の取締役会10回（定時10回）のうち
10回出席し議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また
店舗の往査を行う一方、小売業における豊富な経験から当社の事
業について大所高所からの有益なご意見をいただいております。

取 締 役 野 口 敏 郎

監査役の在任中に開催の監査役会２回（定時２回）のうち２回出
席するとともに当事業年度開催の取締役会12回（定時12回）のう
ち12回出席し議案審議等に必要な発言を適宜行っております。ま
た店舗の往査を行う一方、専門的な見地から当社の事業について
有益なご意見をいただいております。

常 勤 監 査 役 後 藤 鉄 朗

当事業年度開催の取締役会12回（定時12回）のうち12回出席する
とともに監査役会12回のうち12回出席し疑問点を明らかにするた
め適宜質問し意見を述べております。また店舗の往査や開発物件
視察を行う一方、常勤監査役として重要な決定に関する経営会議
にも出席の上、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関
し十分な監視機能を果たし、有益なご意見をいただいておりま
す。

監 査 役 山 崎 　 猛

当事業年度開催の取締役会12回（定時12回）のうち12回出席する
とともに監査役会12回のうち12回出席し疑問点を明らかにするた
め適宜質問し意見を述べております。また店舗の往査を行う一
方、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関し十分な監
視機能を果たし、有益なご意見をいただいております。

監 査 役 出 口 穣 二

当事業年度開催の取締役会12回（定時12回）のうち12回出席する
とともに監査役会12回のうち12回出席し疑問点を明らかにするた
め適宜質問し意見を述べております。また店舗の往査を行う一
方、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関し十分な監
視機能を果たし、有益なご意見をいただいております。

監 査 役 飯 島 誠 一

2015年５月20日就任以来開催の取締役会10回（定時10回）のうち
10回出席するとともに監査役会10回のうち10回出席し疑問点を明
らかにするため適宜質問し意見を述べております。また店舗の往
査を行う一方、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関
し十分な監視機能を果たし、有益なご意見をいただいておりま
す。

 (注) 　上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づき取締役会があった

ものとみなす書面決議が５回ありました。

－ 22 －
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③　責任限定契約の内容の概要

　当社は、2015年５月20日開催の第43期定時株主総会で定款を変更し、取締役（業務執行取締

役等であるものを除く。）及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。

　当該定款に基づき当社が社外取締役浦野浩治郎氏、野口敏郎氏及び社外監査役山崎猛氏、

出口穣二氏、飯島誠一氏と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

　社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失が

ないときは、法令で定める額を限度として責任を負担する。

④　社外役員が当社の親会社または当該親会社の子会社から当事業年度において役員として受け

た報酬等の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11百万円

５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

会計監査人としての報酬等の額 34百万円

非監査業務に基づく報酬等の額 1百万円

当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 35百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、会計監査人としての報酬等の額に

はこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監

査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査

人の報酬等について同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

　当社が会計監査人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準（ＩＦ

ＲＳ）に関する助言・指導業務であります。

－ 23 －
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(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、

株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、

会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員

の同意に基づいて会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任

後 初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

６．業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

(1) 決議の内容の概要

　2006年５月10日開催の取締役会において内部統制システム構築に関する基本方針について決議

し、その後定期的に見直しを行い４回の改訂を経ておりましたが、内部統制システムの実効性を

より高めることを目的に、2015年５月20日に開催した取締役会において以下のとおり改訂決議し

ております。

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1) 当社は、イオングループの「企業理念」（お客さまへの貢献、平和を追求、人間を尊重、

地域社会に貢献）及びグループで共有する「イオン行動規範」を、従業員全ての行動の礎

とします。また、企業の社会的責任を果たすため、法令順守を経営の 重要事項と位置づ

けています。

2) 代表取締役社長の直轄組織である企業倫理担当取締役を委員長とする「コンプライアンス

委員会」、内部統制担当取締役を委員長とする「内部統制進捗会議」を定期的に開催し、

法令順守のための内部統制システムの構築・運用等について決定し、その重要事項を取締

役会等の重要な会議に定期的に報告します。

3) 「イオン行動規範」の順守はもとより、社内規程及び法令順守に関連する規程等の整備を

行うとともに、当社コンプライアンス・プログラムに基づいた定期的・継続的な社内教育

を実施し、取締役及び従業員の法令順守と倫理意識の維持向上に努めます。

4) 財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る各種規程・マニュアル・手順書等の整

備を進めるとともに、財務・経理の組織やその運用及び評価の体制の強化をはかります。

－ 24 －
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5) 内部監査部門である経営監査室は、被監査部門からの独立性を維持し、内部統制システム

が有効に機能し運用されているかの監視及び指摘を行い、代表取締役社長より改善指導が

行われることを確保します。

6) 当社は社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力との一切の関係を

遮断し、それらとの接触を未然に回避します。万一それら勢力から不当な要求を受けた場

合には、警察・弁護士等の外部機関と連携し、毅然とした態度で法的手段を含めた対応を

します。

7) 監査役または監査役会は、取締役の職務の執行及び内部統制システムの構築・運用状況を

監査し、定期的に取締役会等重要な会議において報告、助言を行い、または是正を求めま

す。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1) 取締役は、法令及び当社文書規程に従い、その職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。

以下同じ。）及びその他重要な情報を適切に保存し、管理します。（株主総会議事録、取

締役会及び経営会議議事録、取締役を 終決裁者とする決裁書類、会計帳簿・計算書類、

その他法令及び文書規程に定める文書等）

2) 情報システムを安全に管理及び監視し、適切な維持・運用を行います。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1) 当社は、リスクの管理を経営の重要な要素と位置づけ、災害、環境及びコンプライアンス

等経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルに認識・評価する仕組みを構築するととも

に、危機管理規程に基づき、全従業員への徹底をはかり事前の予防体制を構築します。

2) 代表取締役社長直轄の経営監査室は、当社方針に基づいて事業活動が適切に運営されてい

るか定期的な監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じ

て、経営幹部に改善または是正を求めます。

3) 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とす

る対策本部を設置し、迅速な対応を行い損害の拡大を防止するとともに、再発防止策を講

じます。
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④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1) 業務の有効性と効率性をはかる観点から、当社経営に係る重要事項について社内規定に従

い、経営会議の審議を経て、取締役会において決定します。

2) 取締役会等での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長の下、各本部長等が迅速に遂行

します。また、内部牽制機能を確立するため、職務責任権限規程においてそれぞれの組織

権限や実行責任者を明確にし、適切な業務手続を定めます。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1) より良い地域社会との関係を構築するとともに、企業としての社会的責任を果たすため、

グループで共有する「イオン行動規範」及びコンプライアンスに関する基準を順守してま

いります。また、「コンプライアンス委員会」を設置し、行動規範及び当社固有の課題を

織り込んだマニュアル・ルールを独自に作成するとともに、コンプライアンス・プログラ

ムによる定期的・継続的な社内教育を行っています。

2) 当社は、グループ全従業員を対象とするイオン株式会社の内部通報制度に参加しており、

当社に関する事項は、当社の担当部署及び監査役に報告されるほか、イオン株式会社の監

査委員会にも報告されます。

⑥　会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

1) 当社は、グループ各社の関係部門が定期的に開催する担当者会議に出席し、法改正対応の

動向・対応の検討、業務の効率化に資する対処事例の水平展開等を進めています。当社と

しては、水平展開候補事例の通知を受けるほか、コンプライアンス状況等に係る報告等を

適宜受ける体制としており、具体的対応の決定については、当社が自主決定しております。

2) 親会社との賃貸借契約やプライベートブランド商品の売買取引という利益相反取引につい

ては、市場価格での取引として、当社の利益を損なわない体制としています。

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項

　監査役の求めに応じ取締役会は、監査役の職務を補助する適切な従業員を配置します。

－ 26 －
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⑧　前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役補助者の適切な職務の遂行のため、人事考課は監査役が行い、任命・解任・人事異動・

賃金等の改定について監査役の同意を得た上、取締役会で決定するものとし、取締役からの独

立性を確保するものとします。

⑨　監査役の第７項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役の職務を補助すべき従業員は、監査役の指揮命令に従うものとし、他部署の業務を兼

務する場合は、監査役に係る業務を優先するものとします。

⑩　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

1) 取締役は、取締役会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況の報告を

行います。

2) 取締役及び従業員は、コンプライアンス及びリスクに関する事項等会社に著しい損害を及

ぼすおそれのある事実等を発見した場合は、速やかに監査役または監査役会に報告します。

3) 監査役への報告は、定期的な報告及び必要の都度、遺漏・遅滞なく行います。

⑪　前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制

　当社は、取締役及び従業員が監査役へ報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行う

ことを禁止し、その旨を取締役及び従業員に周知徹底します。

⑫　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ

いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該

請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、

速やかに当該費用または債務を処理します。

⑬　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1) 代表取締役社長及び取締役と監査役、会計監査人はそれぞれ相互の意思疎通をはかるため

定期的に意見交換会を開催します。

2) 取締役及び従業員は、監査役の求めに応じ、コンプライアンスに関する事項を含む重要事

項についての調査に協力します。

3) 取締役は、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を

はかり、監査業務に関する助言を受ける機会を整備します。

－ 27 －
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(2) 体制の運用状況の概況

　当社の取締役会は、取締役７名（うち社外取締役２名）で構成されており、その取締役会には

取締役及び監査役が出席して、各業務執行取締役から業務執行状況の報告が行われるとともに、

重要事項の審議・決議を行っております。

　議場において社外取締役は、独立した立場から審議に加わるとともに、経営の監視・監督を行

っており、各監査役についても同様に経営の監査を行っております。

　また、常勤監査役は取締役会のほか、経営会議等の社内重要会議に出席するとともに、取締役

から業務執行の状況について直接聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題

点を日常業務レベルで監視する体制を整備しており、経営監視機能の強化及び向上をはかってお

ります。

７．株式会社の支配に関する基本方針に関する事項

　当社としては重要な事項として認識しており継続的に検討しておりますが、親会社及び緊密な者

または同意している者の議決権の所有割合が50％を超えている現状を考慮して、現時点での防衛策

の導入は実行しておりません。

（注）１．本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。

２．売上高等の記載金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 28 －
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１．貸　借　対　照　表
（2016年２月29日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

（有 形 固 定 資 産）

建 物

構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

（無 形 固 定 資 産）

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

（投 資 そ の 他 の 資 産）

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

［7,714］

788

166

3,076

32

304

99

3,106

144

△3

［16,047］

（14,094）

6,914

761

1,354

5,063

0

（23）

5

17

（1,930）

152

2

425

1,303

20

25

流 動 負 債 ［16,396］
買 掛 金 8,583
短 期 借 入 金 2,130
１年内返済予定の長期借入金 400
未 払 金 1,069
未 払 費 用 1,089
未 払 法 人 税 等 235
未 払 消 費 税 等 272
預 り 金 1,931
賞 与 引 当 金 155
役 員 業 績 報 酬 引 当 金 31
設 備 関 係 支 払 手 形 375
資 産 除 去 債 務 32
そ の 他 89

固 定 負 債 ［4,013］
長 期 借 入 金 1,400
退 職 給 付 引 当 金 336
長 期 預 り 保 証 金 1,268
資 産 除 去 債 務 985
長期リース資産減損勘定 5
そ の 他 16

負 債 合 計 20,409
純 資 産 の 部

科 目 金 額
株 主 資 本 ［3,267］

資 本 金 （3,686）
資 本 剰 余 金 （4,067）

資 本 準 備 金 4,067
利 益 剰 余 金 （△4,483）

利 益 準 備 金 338
そ の 他 利 益 剰 余 金

固定資産圧縮積立金 118
別 途 積 立 金 300
繰 越 利 益 剰 余 金 △5,240

自 己 株 式 （△2）
評 価 ・ 換 算 差 額 等 ［69］

その他有価証券評価差額金 69
新 株 予 約 権 ［15］
純 資 産 合 計 3,352

資 産 合 計 23,762 負 債 純 資 産 合 計 23,762

（注）　金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

－ 29 －
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２．損　益　計　算　書

(2015年３月１日から
2016年２月29日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 110,292

売 上 原 価 85,349

売 上 総 利 益 24,942

そ の 他 の 営 業 収 入 1,942

営 業 総 利 益 26,884

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 25,672

営 業 利 益 1,212

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5

債 務 勘 定 整 理 益 15

補 助 金 収 入 53

違 約 金 収 入 7

受 取 保 険 金 3

そ の 他 8 93

営 業 外 費 用

支 払 利 息 28

解 約 違 約 金 12

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 12

そ の 他 6 59

経 常 利 益 1,246

特 別 利 益

資 産 除 去 債 務 取 崩 益 48 48

特 別 損 失

減 損 損 失 544 544

税 引 前 当 期 純 利 益 750

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 206

法 人 税 等 調 整 額 △216 △9

当 期 純 利 益 759

（注）　金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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３．株主資本等変動計算書

(2015年３月１日から
2016年２月29日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合 計

利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計固定資産圧

縮 積 立 金
別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 3,685 4,065 4,065 338 118 300 △5,956 △5,199 △6 2,544

会計方針の変更による累積的影響額 △43 △43 △43

会計方針の変更を反映した当期首残高 3,685 4,065 4,065 338 118 300 △5,999 △5,242 △6 2,501

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1 1 1 2

当 期 純 利 益 759 759 759

自 己 株 式 の 処 分 △0 △0 3 3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 1 1 1 ― ― ― 758 758 3 765

当 期 末 残 高 3,686 4,067 4,067 338 118 300 △5,240 △4,483 △2 3,267

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 52 52 21 2,618

会計方針の変更による累積的影響額 △43

会計方針の変更を反映した当期首残高 52 52 21 2,575

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 2

当 期 純 利 益 759

自 己 株 式 の 処 分 3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 17 △5 12

当 期 変 動 額 合 計 17 17 △5 777

当 期 末 残 高 69 69 15 3,352

（注）　金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①　商品…………………主として「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第四に定め

る売価還元平均原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

②　貯蔵品……………… 終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産…………

（リース資産除く）

経済的耐用年数に基づく定額法

各資産別の経済的耐用年数として以下の年数を採用しております。

建物

（営業店舗）　　　　　20年

（事務所）　　　　　　27年

（建物附属設備）　　　２年～27年

構築物　　　　　　　　２年～30年

工具、器具及び備品　　２年～20年

(2) 無形固定資産…………

（リース資産除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。

(3) リース資産……………所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、リース取引開始日が2009年２月20日以前の所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。
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(4) 長期前払費用…………借地権………借地上の店舗の賃借契約期間に基づく定額法

その他………定額法（償却年数は主として５年）

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金……………売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金……………従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担す

る金額を計上しております。

(3) 役員業績報酬引当金………役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担する

金額を計上しております。

(4) 退職給付引当金………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(5) 店舗閉鎖損失引当金………店舗閉店に伴い発生する損失に備えるため、店舗閉店により合理的に見込まれる

中途解約違約金等の閉店関連損失見込額を計上しております。

４．その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

－ 33 －
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５．会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」

という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月

26日公表分。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指

針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を

見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率

の決定方法についても、割引率決定の基礎となる債券の期間について退職給付の見込支払日までの平均期

間を基礎として決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一

の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当

事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減

しております。

　この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が43百万円増加し、利益剰余金が43百万円減少しており

ます。

　また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

６．追加情報

（未適用の会計基準）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成27年12月28日）

(1) 概要

　繰延税金資産の回収可能性の判断要件見直し等

(2) 適用予定日

　2017年３月１日以後開始する事業年度の期首より適用予定

(3) 当会計基準等の適用による影響

　当会計基準等の適用による財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。

（貸借対照表及び損益計算書に関する注記）

１．関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 0百万円

短期金銭債務 95百万円

－ 34 －
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２．関係会社との取引高

営業費用 194百万円

３．有形固定資産の減価償却累計額 17,742百万円

４．減損損失

当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

用 途 種 類 場 所 店 舗 等 の 数 金 額（百万円）

店 舗 建 物 等 新潟県（新潟市他） 7 273

店 舗 建 物 等 岩手県（花巻市） 1 236

店 舗 建 物 等 山形県（村山市他） 3 19

店 舗 建 物 等 秋田県（由利本荘市他） 2 15

合 計 13 544

(2) 減損損失の認識に至った経緯

　店舗の営業活動及び賃貸用不動産から生じる損益が継続してマイナスまたは継続してマイナスとなる見

込みである資産グループ及び閉店の意思決定をした店舗等の資産グループについて、その帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

－ 35 －
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(3) 減損損失の金額

種 類 金　　 額　　 （百　　 万　　 円）

建 物 333

構 築 物 38

工 具 、 器 具 及 び 備 品 164

リ ー ス 資 産 0

そ　　　　　　　の　　　　　　　他（注） 7

合 計 544

（注）　その他は、長期前払費用及び無形固定資産であります。

(4) 資産のグルーピングの方法

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしております。

また、賃貸用不動産については個別の物件毎にグルーピングしております。

　なお、2015年10月14日開催の取締役会においてイオンリテール株式会社へ吸収分割を行うことを決議し

た新潟県内におけるスーパーマーケット事業については、その事業を１つの単位としてグルーピングして

おります。

(5) 回収可能価額の算定方法

　資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は、

土地は固定資産税評価額等を基に算定した金額と不動産鑑定評価額により評価しております。その他の固

定資産については、取引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。また、使用価値は、

将来キャッシュ・フローを6.4％で割り引いて算定しております。

－ 36 －
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（株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度期首株式数（株） 当事業年度増加株式数（株） 当事業年度減少株式数（株） 当事業年度末株式数（株）

発 行 済 株 式

普通株式（注） 13,120,000 3,500 ― 13,123,500

Ａ種種類株式 450 ― ― 450

合 計 13,120,450 3,500 ― 13,123,950

（注）　普通株式の増加は、新株予約権行使によるものであります。

２．自己株式に関する事項

当事業年度期首株式数（株） 当事業年度増加株式数（株） 当事業年度減少株式数（株） 当事業年度末株式数（株）

自 己 株 式

普通株式（注） 6,826 ― 4,300 2,526

合 計 6,826 ― 4,300 2,526

（注）　普通株式の自己株式の減少は、新株予約権行使によるものであります。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　該当事項はありません。

－ 37 －
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４．新株予約権に関する事項

決 議 年 月 日 2010年４月６日取締役会 2011年４月５日取締役会 2012年４月５日取締役会 2013年４月18日取締役会

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 2,500株 5,400株 4,300株 9,300株

新 株 予 約 権 の 数 25個 54個 43個 93個

（税効果会計に関する注記）

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

①　流動の部

繰延税金資産

繰越欠損金 3百万円

未払費用 8百万円

賞与引当金 50百万円

未払金 3百万円

資産除去債務 10百万円

その他 21百万円

繰延税金資産合計 99百万円

－ 38 －
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②　固定の部

繰延税金資産

有形固定資産 2,528百万円

資産除去債務 316百万円

リース資産 6百万円

長期前払費用 246百万円

退職給付引当金 108百万円

その他 18百万円

評価性引当額 △3,051百万円

繰延税金資産合計 172百万円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 65百万円

固定資産圧縮積立金 62百万円

その他有価証券評価差額金 23百万円

繰延税金負債合計 152百万円

繰延税金資産の純額 20百万円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

法定実効税率 35.4％

（調整）

交際費等一時差異ではない項目 0.8％

住民税均等割 15.8％

評価性引当額の増減額 △54.2％

税率変更 1.4％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.5％

－ 39 －
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(3) 税率の変更

　2015年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第九号）、「地方税法等の一部改正

する法律」（平成27年法律第二号）」が公布され、2015年４月１日以後開始する事業年度より法人税率の引

下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることになりました。

　これに伴い、2016年３月１日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰

延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用する法定実効税率は35.4％から32.8％に変更され、2017年

３月１日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税

金負債の計算において使用する法定実効税率は35.4％から32.1％に変更されています。

　なお、当税率変更による影響は、軽微であります。

(4) 決算日後における法人税等の税率の変更

　2016年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第十五号）、「地方税法等の一部を

改正する等の法律」（平成28年法律第十三号）」が公布され、2016年４月１日以後開始する事業年度より法

人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることとなりました。

　これに伴い、2017年３月１日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰

延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1％から30.7％に変更され、2019年３月１日以降

開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算す

る法定実効税率は32.1％から30.5％に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合

の影響は、軽微であります。

（リースにより使用する固定資産に関する注記）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引リース取引開始日

が2009年２月20日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じて会計処理を行っております。その内容は次のとおりであります。

（借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相当額（百万円） 減価償却累計額相当額（百万円） 減損損失累計額相当額（百万円） 期末残高相当額（百万円）

建 物 1,335 855 88 391

合 計 1,335 855 88 391
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(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

一年内 98百万円

一年超 411百万円

合計 509百万円

リース資産減損勘定の残高 19百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 193百万円

リース資産減損勘定の取崩額 65百万円

減価償却費相当額 52百万円

支払利息相当額 30百万円

減損損失 0百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各事業年度への配分方法につい

ては、利息法によっております。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

　当社は、資金運用については、主として安全性の高い定期性預金等の金融資産に限定し、資金調達につい

ては、銀行借入等による間接金融のほか、株式発行による直接金融によっております。

　売掛金及び未収入金等の営業債権については、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期

日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や貸倒れリスクの軽減を図っ

ております。

　投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株式であり、時価のある株式については四半期ごと

に時価の把握を行っております。

　差入保証金の一部については、抵当権、質権を設定するなど保全措置を講じております。

　借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、担当部署が適時に資金繰り計画を作成、更新し、また、

返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　2016年２月29日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。（注２）参照

貸借対照表計上額（※）
（百万円）

時価（※）
（百万円）

差額（百万円）

(1) 現金及び預金 788 788 －

(2) 売掛金 166 166 －

(3) 未収入金 3,106 3,106 －

(4) 投資有価証券 145 145 －

(5) 差入保証金
（１年内償還予定の差入保証金を含む）

1,332 1,344 11

(6) 買掛金 （8,583） （8,583） －

(7) 短期借入金 （2,130） （2,130） －

(8) 預り金 （1,931） （1,931） －

(9) 長期借入金
（１年内返済予定の長期借入金を含む）

（1,800） （1,800） －

(10) 長期預り保証金
（１年内返済予定の預り保証金を含む）

（1,338） （1,354） 15

（※）負債に計上されているものは、（　）で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 未収入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

(4) 投資有価証券

　投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

－ 42 －
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(5) 差入保証金

　差入保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリス

クフリー・レートで割り引いた現在価値から貸倒見積高を控除した価額によっております。

(6) 買掛金、(7) 短期借入金、(8) 預り金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

(9) 長期借入金

　長期借入金の時価については、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(10) 長期預り保証金

　長期預り保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応する

リスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注２）非上場株式（貸借対照表計上額６百万円）は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

（賃貸等不動産に関する注記）

　当社では、秋田県及びその他の地域において、賃貸商業施設等を所有しております。これらの賃貸等不動産

の当事業年度末における貸借対照表計上額及び時価は次のとおりであります。

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価

2,618 3,916

（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

（注２）当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて、自社で算定した金額（指標等を

用いて調整を行ったものを含む。）であります。

－ 43 －

個別注記表



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2016/04/22 11:17:31 / 15165316_マックスバリュ東北株式会社_招集通知（Ｃ）

（関連当事者との取引に関する注記）

兄弟会社等

種 類 会社等の名称 所 在 地
資本金又は
出 資 金
（百万円）

事 業 の 内 容
議決権等の
所 有 ( 被 所
有)割合(％)

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取 引 金 額
（百万円）

科 目
期 末 残 高
（百万円）

親会社の子会社
イオンクレジット
サービス株式会社

東 京 都
千 代 田 区

500 金融サービス業 な し

クレジット業
務委託及び電
子マネーの業
務委託

クレジット・電子
マ ネ―業 務 委 託

47,209 未 収 入 金 2,411

電子マネー等手数料 1,030 未 払 金 18

電子マネーチャージ 33,248 預 り 金 1,824

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、預り金を除き、期末残高には消費税等

が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

一般的な取引価格と同様に決定しております。

種 類 会社等の名称 所 在 地
資本金又は
出 資 金
（百万円）

事 業 の 内 容
議決権等の
所 有 ( 被 所
有)割合(％)

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取 引 金 額
（百万円）

科 目
期 末 残 高
（百万円）

親会社の子会社
イオンリテール
株 式 会 社

千 葉 市
美 浜 区

48,970 総 合 小 売 業 な し
商品仕入及び
商品券共通利
用 等

商品券共通利
用 手 数 料 等

1,004
未 収 入 金 100

未 払 金 82

商 品 仕 入 6,281
未 収 入 金 62

買 掛 金 652

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

同社からの商品購入及びその他の取引につきましては、一般的な取引価格と同様に決定しております。

３．2015年６月１日に、イオンリテール株式会社（合併存続会社）は、イオン商品調達株式会社（合併消

滅会社）と合併を行いました。2015年５月31日まではイオンリテール株式会社及びイオン商品調達株

式会社との取引金額を、2015年６月１日以降は合併後のイオンリテール株式会社との取引金額を合算

し記載しております。

－ 44 －
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種 類 会社等の名称 所 在 地
資本金又は
出 資 金
（百万円）

事 業 の 内 容
議決権等の
所 有 ( 被 所
有)割合(％)

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取 引 金 額
（百万円）

科 目
期 末 残 高
（百万円）

親会社の子会社
イオントップバ
リュ株式会社

千 葉 市
美 浜 区

572
商品の企画、
製造卸売及び
輸 出 入 等

な し 商 品 仕 入 商 品 仕 入 8,529 買 掛 金 883

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

同社からの商品購入につきましては、一般的な取引価格と同様に決定しております。

種 類 会社等の名称 所 在 地
資本金又は
出 資 金
（百万円）

事 業 の 内 容
議決権等の
所 有 ( 被 所
有)割合(％)

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取 引 金 額
（百万円）

科 目
期 末 残 高
（百万円）

親会社の子会社 イオンタウン株式会社
千 葉 市
美 浜 区

100 デベロッパー業等 な し 店 舗 の 賃 借 店 舗 の 賃 借 803

前 払 費 用 91

差 入 保 証 金 293

未 払 金 32

未 払 費 用 66

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、差入保証金を除き、期末残高には消費

税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

同社との店舗賃借契約は、市場価格を勘案し決定しております。

－ 45 －
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（退職給付に関する注記）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、親会社であるイオン株式会社及び同社の主要国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金

基金制度並びに確定拠出年金制度及び退職金前払制度を設けております。

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 1,711百万円

会計方針の変更による累積的影響額 46百万円

会計方針の変更を反映した期首残高 1,758百万円

勤務費用 55百万円

利息費用 22百万円

数理計算上の差異の発生額 100百万円

退職給付の支払額 △75百万円

退職給付債務の期末残高 1,861百万円

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 ※ 1,323百万円

期待運用収益 31百万円

数理計算上の差異の発生額 9百万円

事業主からの拠出額 76百万円

退職給付の支払額 ※ △75百万円

その他 3百万円

年金資産の期末残高 ※ 1,368百万円

※　「年金資産の期首残高」及び「退職給付の支払額」並びに「年金資産の期末残高」は、当社の親会

社であるイオン株式会社及び同社の主要な国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金基金

制度における退職給付債務の金額の割合に応じて按分計算した金額であります。

－ 46 －
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

積立型制度の退職給付債務 1,861百万円

年金資産 △1,368百万円

未積立退職給付債務 492百万円

未認識数理計算上の差異 △155百万円

退職給付引当金 336百万円

(4) 退職給付に関連する損益

勤務費用 55百万円

利息費用 22百万円

期待運用収益 △31百万円

数理計算上の差異の費用処理額 21百万円

確定給付制度に係る退職給付費用 68百万円

(5) 年金資産の主な内訳

　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券 55.5％

株式 14.0％

生命保険の一般勘定 14.7％

その他 ※ 15.8％

合計 100.0％

※　その他には、主として現金、オルタナティブ投資が含まれております。

(6) 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構

成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.90％

長期期待運用収益率 2.37％

－ 47 －
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３．確定拠出制度

　当社の確定拠出制度への要拠出額は、67百万円であります。

４．退職金前払い制度

　退職金前払い制度の要支給額は、１百万円であります。

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額（注１） △88円63銭

１株当たり当期純利益 41円74銭

（算定上の基礎）

当期純利益 759百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円

普通株式に係る当期純利益 759百万円

普通株式（普通株式と同等の株式含む）

期中平均株式数（注２）
18,204,639株

（注１）純資産の部の合計額よりＡ種種類株式の払込金額を控除した金額を、普通株式の期末発行済株式数で除

して、１株当たり純資産額を算定しております。

（注２）当社の発行しているＡ種種類株式は、転換仮定方式に準じて算定された株式数を、普通株式の期中平均

株式数に加えて、１株当たり当期純利益を算定しております。

（資産除去債務に関する注記）

　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

　当社は、主として店舗の建設に当たり、不動産賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務及び建物原

状回復義務に関して資産除去債務を計上しております。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から10年～20年と見積り、割引率は0.93％から1.98％を使用し資産除去債務の金額を

計算しております。

－ 48 －
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(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 1,048百万円

時の経過による調整額 18百万円

資産除去債務の履行による減少額 △0百万円

その他の増減額（△は減少）（注） △48百万円

期末残高 1,017百万円

（注）　その他の増減額は、吸収分割契約締結による資産除去債務取崩額です。

（重要な後発事象に関する注記）

　当社は、2015年10月14日開催の取締役会において、イオンリテール株式会社（以下「イオンリテール」とい

います。）との間で、当社を分割会社、イオンリテールを分割承継会社とする吸収分割を行うことを決議し、

2016年３月１日付で吸収分割をしました。

１．取引の概要

(1) 吸収分割の理由と目的

　当社は、2013年６月に株式会社パワーズフジミの新潟県内のスーパーマーケット７店舗を譲り受け、

新潟県におけるスーパーマーケット事業（以下「対象事業」といいます。）を本格的にスタートいたし

ました。

　当社はイオングループに所属しており、対象事業を譲り受けた後、イオンブランドである「トップバ

リュ」や物流機能など、イオングループのインフラを 大限に活用し、地域の皆さまの日々の暮らしに

貢献してまいりました。しかしながら、新潟県における人口減少や、競合店の出店、当社の出店計画の

遅れや遠隔地であることによる環境変化への対応の遅れなどにより対象事業の収益は当初の予定より低

調に推移しました。

　このような状況のなか、当社にとっては、対象事業をイオンリテールに吸収分割の方法で承継させる

ことが東北エリアに特化し事業基盤の強化に徹底できること、イオンリテールにとっては、条例により

3,000㎡以上の店舗の開設が難しい新潟県において今回の対象店舗のような規模の店舗を展開すること

が可能となるなどの理由により、両社にとって 善の策と認識し吸収分割を行うこととなりました。

(2) 吸収分割する相手先の名称

イオンリテール株式会社

－ 49 －
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(3) 吸収分割する事業の内容、規模

①　新潟県内におけるスーパーマーケット事業、７店舗

②　吸収分割する店舗の売上高（2016年２月期）

3,956百万円

(4) 吸収分割の効力発生日

2016年３月１日

(5) 法的形式を含むその他の取引の概要

　当社を分割会社とし、イオンリテールを承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）であり、その対価

は現金90百万円であります。

２．実施する会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日）に基づき

「共通支配下の取引」として会計処理を実施しております。

－ 50 －
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2016年４月11日

マックスバリュ東北株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 青 柳 淳 一 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 武 井 雄 次 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、マックスバリュ東北株式会社の2015年３月１日から
2016年２月29日までの第44期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属
明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属
明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2015年３月１日から2016年２月29日までの第44期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査

役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける

ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部

監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法

で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を

調査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定

める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計

監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）

を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

３．後発事象

　注記表の重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、当社は2015年10月14日開催の取締役会におい

て、イオンリテール株式会社との間で、当社を分割会社、イオンリテール株式会社を分割承継会社とする吸収分割

を行うことを決議し、2016年３月１日付で、吸収分割をしました。

2016年４月20日

マックスバリュ東北株式会社　監査役会

常勤監査役 後 藤 鉄 朗 

監 査 役 山 崎 　 猛 

監 査 役 出 口 穣 二 

監 査 役 飯 島 誠 一 

（注）常勤監査役　後藤鉄朗、監査役　山崎猛、監査役　出口穣二、監査役　飯島誠一は、会社法第２条第16号及び

第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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株主総会会場のご案内

【場　所】秋田市中通二丁目6番1号　秋田ビューホテル　4階「飛翔の間」
【T E L 】 018（832）1111
【交　通】 JR秋田駅西口より徒歩7分

駐車場の用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
なお、秋田市公営駐車場をご利用の場合には、
お帰りの際、駐車券をホテルフロントにご提示ください。

秋田ビューホテル
株主総会会場

アトリオン 西武
秋田店

車入口

徒歩出口

車出口

秋田市公営駐車場

ﾌｫﾝﾃAKITA

至
　青
森

至
　酒
田

秋
田
駅西

口

一方通行一方通行

一方通行一方通行 一方通行

一方通行

一
方
通
行

入口
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